
京丹後市地域防災計画
修正概要（案）

令和８年２月

京丹後市
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【資料２】
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計画の概要

目 的

京丹後市地域防災計画は、災害対

策基本法第４２条に基づき、市防災

会議条例に定める委員によって構成

される「京丹後市防災会議」により

作成する計画である。

この計画は、市内において災害の

発生により生じる市民等の生命、身

体及び財産等に対する脅威や損害を

軽減するため、予防・応急対策・復

旧・復興計画を定め、安全で安心し

て暮らせるまちの実現をめざすもの

である。

計画の修正

市地域防災計画は、災害対策基

本法等の関係法令の改正による国

や府の防災計画等との整合を図り、

これまでから修正を加えてきてい

る。

今回の修正は、京都府地域防災

計画の改正及び京丹後市における

防災施策等を踏まえた内容として

いる。
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【背景】

災害時において、避難所に避難

するのではなく、自宅等で避難生

活を選択する住民（在宅避難者、

車中避難者等）がいる中、在宅避

難者がどのような状況（生活、食

事、健康状態等）にあるのか把握

し、支援につなげる必要がある。

【内容】

地域住民や自主防災組織との協

力により、在宅避難者等の情報を

把握することにより、被災時にお

ける支援の漏れを防ぎ、迅速で効

果的な対応を図る。

（1） 在宅避難者等の情報の
把握
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１ 京都府地域防災計画の

修正を踏まえた修正

【京丹後市地域防災計画への反映】

避難所開設・運営計画

○地域住民や自主防災組織などとも協力し、在宅避難者、車中避難者

等に係る情報の把握

新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 24

震災対策計画編 21

在宅避難者等の情報把握にかかる連携のイメージ

京丹後市

地域の協力
●行政区
●自主防災組織
●民生児童委員
●消防団
など

在宅避難者等
自宅、車中避難者、やむをえず避難所
に滞在することができない被災者等

連携

防災アプ
リなどで
の安否確
認、情報
把握など

LINEを活用した安否確認訓練（吉澤区自主防災会）



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 24

震災対策計画編 22

【背景】

災害時においては、在宅避難者

等一人ひとりの多様なニーズに応

じた支援が重要となる。特に高齢

者や障害者、子供、外国人等に対

しては、医療、物資、精神的ケア

等の支援が必要となるケースがあ

るため、在宅避難者等への支援を

図ることが求められる。

【内容】

避難所にとどまらず、地域全体

で在宅避難者等を支える「共助」

（地区、自主防災組織）の体制を

確保するとともに、在宅避難者等

への物資等の支援を推進する。

（２） 在宅避難者等への支援
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１ 京都府地域防災計画の

修正を踏まえた修正

【京丹後市地域防災計画への反映】

避難所開設・運営計画

○在宅避難者、車中避難者等に対する物資支援、被災者支援に

係る情報提供

○保健師等による巡回健康相談の実施



【背景】

能登半島地震において、交通イ

ンフラが損傷した地域では、物資

を迅速に届けるための手段が限ら

れ、被災者の生活支援が難航した。

【内容】

災害時には、突発的な事象が生

じる中、物資調達にあたっては、

柔軟かつ迅速に対応することが重

要である。能登半島地震の検証結

果も踏まえ、国の物資システムの

活用、ヘリコプターやドローンを

活用するなど、物資調達方法の多

様化を図り、迅速な被災者支援を

図る。

（３） 能登半島地震の検証を踏まえた
被災地への物資の調達
体制の整備
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１ 京都府地域防災計画の

修正を踏まえた修正

国の物資システム（B-PLo（Busshi Procurement and Logistics support system）概要

【京丹後市地域防災計画への反映】

食料・生活必需品確保計画

○国の物資システムの活用

○孤立地域への輸送のためのヘリコプター及び無人航空機等の輸送

手段の確保

新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 9

震災対策計画編 11、23



【背景】

能登半島地震において、避難所

内が過密化し、衛生面の悪化によ

り感染症のリスクが高まる中、高

齢者や障害者、妊婦などの配慮を

要する方々をはじめ住民等への支

援が不足する場合があった。

【内容】

避難所の開設・運営において、

スフィア基準等に配慮しつつ、避

難所におけるプライバシーの確保、

良好で衛生的な生活空間を確保し、

避難者の安心・安全な避難所生活

の確保を図る。

（４） 能登半島地震の検証を踏まえた
避難所の良好な環境の
確保
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１ 京都府地域防災計画の

修正を踏まえた修正

【京丹後市地域防災計画への反映】
避難等に関する計画、避難所開設・運営計画
○避難所内の空間配置図、レイアウト図等の作成
○パーティションや簡易ベッド等の設置
○食事や入浴の提供
○簡易トイレの設置、トイレカーやトイレトレーラーの提供等に
よる快適なトイレ環境の確保

新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 10、11、24

震災対策計画編 10、20

出典：京都府「避難所のユニバーサルデザインに向けた取組ガイドライン」



【背景】

能登半島地震において、避難所

の開設・運営にあたり、他の自治

体等からの応援職員等の活動が被

災地において多大な支援となり、

応援職員等の活動を受け入れるた

めの対策の重要性が改めて認識さ

れた。

【内容】

他の自治体等から多くの応援職

員等を円滑に受け入れ、避難所の

運営等の支援活動にあたっていた

だくため、応援職員等の宿泊場所

や食事の確保等などの受援体制の

整備を図る。

（５） 能登半島地震の検証を踏まえた
受援体制の整備
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１ 京都府地域防災計画の

修正を踏まえた修正

【京丹後市地域防災計画への反映】

ボランティア受入計画、救出救護計画

○応援職員等の宿泊場所を確保するため、ホテル・旅館、公共施設

の空きスペースなど宿泊場所として活用可能な施設等のリスト化

○被災者支援活動に参加するボランティアの活動拠点、宿泊場所及

び食事の確保等について配慮

新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 19、20、22

震災対策計画編 18、20

写真：令和６年能登半島地震における緊急消防援助隊の宿泊状況
（京丹後市消防本部撮影）

写真：令和６年能登半島地震の派遣職員の支援活動



【背景】

大規模な林野火災（令和7年2月の

大船渡市林野火災等）や、地震に伴

う火災等が全国各地で発生している

中、火災予防ための積極的な取組が

求められている。

【内容】

人命や住宅への被害を防ぐととも

に、貴重な森林資源を守るため、林

野火災注意報、林野火災警報の運用

開始により、林野火災予防の実効性

を高める。また、住宅等における感

震ブレーカーの普及促進に努め、建

物火災の未然防止を図る。

（１） 火災予防施策の推進
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２ 京丹後市の防災施策を

踏まえた修正

【京丹後市地域防災計画への反映】

気象等観測・予報計画、消防組織整備計画及び火災予防計画

○林野火災警報等の的確な発令による林野火災予防

○「感震ブレーカー」の普及促進

新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 5、8

震災対策計画編 10

令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用開始！！

林野火災注意報〈火の使用の制限について努力義務を課す〉

発令基準：前3日間の合計降水量が1ｍｍ以下で次の①～③のいずれ

かに該当する場合

①前30日間の合計降水量が30ｍｍ以下

②乾燥注意報が発表

③市長が本市において乾燥注意報発表基準に該当すると認めた場合

※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りでない

林野火災警報〈火の使用の制限について義務を課す〉

発令基準：林野火災注意報の発令基準に加え、次の①～②のいずれ

かに該当する場合

①強風注意報が発表

②市長が本市において強風注意報発表基準に該当すると認めた場合

地震による電気火災対策として「感震ブレーカー」が効果的！

東日本大震災における火災全111件のうち、原因が特定されたもの

が108件。そのうち過半数が電気関係の出火でした。



市の組織改編、災害履歴・気象など、

最新データに更新（資料なし）
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３ 時点修正


